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研究成果の概要（和文）：本研究は「外国人受け入れ」のための日本語教育から「共に生きる社会」を作る日本
語教育の構築へ向け、現象学に基づく言語政策の理論的基盤を研究した。
フッサール等の基本的文献の講読による本研究は、言語・文化が異なる人が共に生きる空間をどのように構成す
るのかを、認識論の立場から解明し、共通の認識から、異なる考え、習慣の人たちが「ことば」により、ルール
を作ることを可能にした。

研究成果の概要（英文）：In this research, I studied the theoretical basis of language policy based 
on phenomenology in order to establish Japanese language education for creating a "society of 
co-existing with foreigners, rather Japanese language education for "accepting foreigners".
This research, based on the reading of basic literatures such as Husserl, clarified from the 
standpoint of epistemology how to construct a space where people with different languages and 
cultures can live together, and made it possible for people with different ideas and customs to 
create rules through communication based on a mutual understanding.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の最大の意義は、言語政策の理論に普遍的な基盤を与えたことである。これまで、言語政策は、ポストモ
ダン哲学による相対主義の基盤にたち、常に自己批判を続ける理論であった。このため、実際、外国人との共生
社会が実現している日本社会の言語政策にとって、問題解決ができる理論となり得なかった。
本研究のおいては、現象学を基盤に、言語・文化、価値観が異なる人間がどのように共生社会を作るのかについ
て、認識論的な仮説をたてることができた。これにより、言語教育の現場において、共に生きる社会におけるル
ールを、議論により構成するというする基盤を得ることができたと言える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 ヒト・モノ・カネが国家の枠を越える現象が日本にも顕著化して久しい。本研究を開始した
2018 年当初から、この傾向は一層高まり、2019 年は「（改正）出入国管理及び難民認定法」、「日
本語教育の推進に関する法律（「日本語教育推進法」）」の施行など，外国人政策や日本語教育政
策の分岐点となる年となった。近年の在留外国人の増加は顕著であり，法務省入国管理局（2019）
によると，2012 年に 203 万人であった在留外国人は，2018 年末で 273 万人となり，その増加
傾向からも 300 万人は目前である。 
一方、日本は「移民政策」が明示的に取られておらず、建前上、「移民」が存在しない社会で

あるが、日本はすでに実態として、外国人との共生社会が存在する。これまで日本語教育も日本
に滞在する外国人「受け入れ」のために様々な対処的な活動を行ってきたが、今後は移民と「共
に生きる社会」の時代を想定し日本語教育を考えていく必要があった。この転換のためには、多
くのステークホルダーが日本語教育政策に関われるよう、言語教育の用語のみならず、政治学、
政治哲学、倫理学など、隣接領域の概念も取り込み、「共に生きる社会」の言語のあるべき姿を
模索し、議論を高めていく必要がある。この「外国人受け入れ」のための日本語教育から、「共
に生きる社会」を作る日本語教育への転換が当時の研究背景であった。 
「共に生きる社会」では、日本人も外国人も「共に生きる人」として同等となり、日本におい

ても「共に生きる社会」においては、その人的構成によっては、日本語が使用される必然性は薄
れてくる。日本社会を国籍を問わず誰もがアクセス可能な場所とするには公共性が担保されな
ければならず、日本語教育は社会における言語的公共性を保証する活動となる。 
このため、本研究では、研究課題（=「問い」）は以下の通り設定した。 

①日本社会はどのような言語状況を目指すか（言語政策理念研究） 
②多くの市民を取り込みつつ、言語政策レベルから言語教育の実践レベルまでを包括・一貫した
施策はいかに可能か（言語政策実践研究） 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究の目的は、「誰もが参加できる日本語教育政策のプラットフォーム創造の基礎づくり」

であった。 
 移民の時代において、日本における日本語教育は、日本語教育関係者だけでなく、地域に参加
するすべての市民の利害に関わる領域となった。このため、日本語教育に関わるものは、隣接領
域の専門家との協働を促進しつつ、同時に同領域の学問分野の言語（語彙・概念）を用いて、そ
の重要性を訴えると共に、日本語教育政策への参加者を増やしていく活動を行う必要があった。
よって、本研究の目的は、隣接領域の研究者の参加を促しつつ、共通の言語（語彙・概念）で構
築することができる言語政策の理論的枠組みを構築することである（前項「問い①」）。その際、
移民の受け入れについて、包括的・一貫した言語政策を行っている欧州評議会の政策及び教育を
批判・検討しつつ、日本地域社会への応用を試みた（問い②）。 
  
 
３．研究の方法 
 
問い①日本社会はどのような言語状況を目指すか（言語政策理念研究） 
・言語文化教育研究学会などを核に、政治学、政治哲学、哲学、倫理学など隣接領域の専門家を
招き、月一回の勉強会・読書会を開催した。 
・デカルトから、フッサールにいたる近代認識論の系譜をたどり、言語政策の基盤となる認識論
を探った。 
問い②多くの市民を取り込みつつ、言語政策レベルから言語教育の実践レベルまでを包括・一貫
した施策はいかに可能か（言語政策実践研究） 
・移民に対する施策が政策から教育まで包括・一貫した施策を実践中の欧州評議会の事例を研究
し社会における言語政策実践モデルを作成した。それと同時に、すでに 100 年以上の歴史がある
南米の日系人の日本語教育や、海外の日本人子弟の日本語教育の家庭内言語政策についても研
究の方向を広げ、海外に暮らす移民の社会参加と言語教育の在り方について研究した。 
 
 
４．研究成果 
 
 【言語政策理念研究】では、2018 年 10 月から 2020 年 12 月まで、計 25回の研究会を実施し、
デカルト、ライプニッツ、カント、ニーチェ、フッサールの読解から、「共に生きる社会」の基



盤として、言語・文化が異なる人が、共通のルールを見出す基礎としての認識論がテーマである
ことがわかった。哲学という隣接領域であるため、論文という形に昇華するまでには至っていな
いが、研究成果は口頭発表の形で行った。 
 
【口頭発表】 
福島青史（2018 年 6 月）「イデオロギーとしての複言語主義と移民の言語的統合―欧州評議会の

戦略―」「言語教育政策としての複言語主義は移民・難民問題を乗り越えられるか」日本言語
政策学会（JALP）第 20回記念研究大会パネルディスカッション（早稲田大学） 

福島青史，岩内章太郎，稲垣みどり，飛田勘文（2019 年 3月）「共に生きる社会」のための理論
構築基盤としての哲学（早稲田大学）言語文化教育研究学会（ALCE）第 5回年次大会 

福島青史(2020 年 6 月)「共生社会における声の保証としての言語政策-言語政策の原理を探る
-.」言語政策学会第 22回研究大会（神田外語大学） 

 
 
【言語政策実践研究】では、2019 年は「日本語教育の推進に関する法律（「日本語教育推進

法」）」にかかる「日本語教育推進関係者会議」の委員なったことから、主に海外の日本語教育に
関する政策研究を行った。「海外の日本語教育」の対象者とは、海外から日本に移動する日本語
話者（留学生、労働者）、あるいは、海外に在住する邦人、移住した移民（日系人、在留日本人）
などであり、日本と海外を往還する人（留学生、労働者、移民）を対象とすることで、今後の日
本の移民政策に資する言語政策の基礎を考えた。2020 年よりコロナが蔓延し、フィールドが海
外であった関係上、著しく行動に制約を受けたが、以下のような研究成果を得た。 
 
【論文】 
福島青史（2019 年 3 月）『早稲田日本語教育』26 にて、「【特集】移民とことば―ブラジル日系

人と日本語教育を例に―」を編集した。同特集は、今後の日本の移民の言語政策に関わる「移
民とことば」につき、8 名の著者と共に論じた。特集のその他筆者は以下の通り。 

福島青史（2020 年 4 月）「海外の日本語学習者のキャリア形成―世界市民の育成のために―」
『日本語教育』175, 65-79 

 
【口頭発表・シンポジウム】 
福島青史（2018 年 8 月）「複数言語状況における政治性と管理」「複言語環境で育つ子どもにと

っての日本語の位置付けの多様性と平和教育の重要性 －ドイツ、ブラジル、日本の事例報告
と家庭内言語政策の実態を踏まえながら－」パネルディスカッション 2018 年日本語教育国
際研究大会（ヴェネツィア） 

福島青史（2019 年 3 月）「複数言語環境における市民性教育としての日本語教育―英国初等教
育を例として」シンポジウム：政治教育，平和教育，そして日本語教育へ―ドイツの実践例
を中心に（早稲田大学） 

福島青史（2019 年 9 月）「ブラジルの日系人の事例から考える日本語」、フォーラム『ルーツ言
語を学ぶということ』（フランクフルト） 

カルダー淑子、野山広、丹羽義和、福島青史（2019 年 9 月）「複言語・複文化教育としての日本
語教育に必要な地域間連携とは何か－日本、ブラジル、アメリカ、その他地域との連携を考
える－」パネルディスカッション、EJHIB2019（サンパウロ） 
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